
第
４
回
み
ら
い
マ
ラ
ソ
ン
ラ
ン
ナ
ー
募
集

手続き・お知らせ

償
却
資
産
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す

問 

伊
奈
庁
舎
税
務
課  
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０
２
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手続き・申請

　

固
定
資
産
税
は
、
土
地
や
家
屋
の

ほ
か
、
事
業
で
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
償
却
資
産
に
も
課
税
さ
れ
ま

す
。
償
却
資
産
と
は
、
個
人
ま
た
は

法
人
で
工
場
や
商
店
な
ど
を
経
営
し

て
い
る
方
や
市
内
に
ア
パ
ー
ト
な
ど

を
所
有
し
、
賃
貸
し
て
い
る
方
が
、

そ
の
事
業
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が

で
き
る
構
築
物
、
機
械
、
装
置
、
工

具
、
器
具
、
備
品
な
ど
の
こ
と
で
す
。

　

毎
年
１
月
１
日
現
在
、
償
却
資
産

を
所
有
し
て
い
る
方
は
、
そ
の
年
の

１
月
31
日
ま
で
に
申
告
す
る
こ
と
が

法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

▼
申
告
が
必
要
な
方

〇
令
和
２
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内

　

で
事
業
を
営
ん
で
い
る
個
人
ま
た

　

は
法
人

〇
令
和
２
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内

　

で
事
業
を
営
ん
で
い
な
い
が
、
事

　

業
用
の
償
却
資
産
を
貸
し
付
け
て

　

い
る
個
人
ま
た
は
法
人

▼
申
告
期
限
＝
１
月
31
日
㈮

▼
提
出
先
＝
伊
奈
庁
舎
税
務
課

▼
申
告
方
法
＝
電
子
申
告
（
ｅ
Ｌ
Ｔ

　

Ａ
Ｘ
）
ま
た
は
申
告
書
な
ど
の
提

　

出
に
よ
る
申
告

▼
提
出
物
＝
申
告
書
に
よ
る
申
告
の

　

場
合
は
、
次
の
書
類
を
提
出
し
て

　

く
だ
さ
い
。

〇
申
告
書

〇
種
類
別
明
細
書
（
全
資
産
、
増
加

　

資
産
用
）

〇
種
類
別
明
細
書
（
減
少
資
産
用
）

※
昨
年
度
申
告
し
て
い
る
方
は
、
11

月
中
旬
頃
に
案
内
書
等
を
送
付
す
る

予
定
で
す
。
な
お
、
申
告
書
な
ど
の

様
式
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
の
で
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

１
５
０
万
未
満
は
非
課
税

　

申
告
し
た
償
却
資
産
の
課
税
標
準

額
の
合
計
が
１
５
０
万
円
未
満
の
と

き
は
、
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

共通
パソコン、コピー機、看板、広告塔、
舗装路面、駐車設備、太陽光発電設備
など

建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォー
クリフト、大型特殊自動車など

料理飲食業 テーブル、椅子、厨房設備、冷凍冷蔵庫、
カラオケセットなど

小売業 陳列棚、陳列ケース（冷凍・冷蔵機付
きを含む）、日よけなど

医（歯科）業
獣医業

レントゲン装置、手術機器、歯科診療
ユニット、ベッド、調剤機器など

不動産貸付業 門扉、塀、緑化設備などの外構工事、
受変電設備など

理容業
美容業

理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌
設備、サインポールなど

■償却資産の対象となるもの（主な業種別の例）

ス
マ
ホ
で
ら
く
ら
く
確
定
申
告

問 

伊
奈
庁
舎
税
務
課　
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
２
３
０
５
）

お知らせ

ID
・
パ
ス
ワ
ー
ド
を
取
得
し
て

ス
マ
ホ
か
ら
確
定
申
告
し
よ
う

　　

今
ま
で
は
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
（
電
子
申

告
）
を
利
用
す
る
に
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
と
IC
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ

イ
タ
が
必
要
で
し
た
が
、
平
成
31
年

１
月
か
ら
は
事
前
に
取
得
し
た
ID
・

パ
ス
ワ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
手
軽
に
ｅ

‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
の
申
告
が
可
能
と
な
り

ま
し
た
。

　

ま
た
、
給
与
所
得
や
公
的
年
金
な

ど
の
雑
所
得
の
方
で
医
療
費
控
除
な

ど
の
申
告
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
も

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

■
ス
マ
ホ
申
告
と
は
？

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
タ
ブ
レ
ッ
ト

含
む
）
に
最
適
化
し
た
デ
ザ
イ
ン
の

「
ス
マ
ホ
専
用
画
面
」
を
利
用
し
て
、

所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
作
成
し
、

税
務
署
へ
提
出
で
き
る
大
変
便
利
な

申
告
方
法
で
す
。

■
利
用
対
象
と
な
る
申
告
内
容

　

給
与
所
得
や
公
的
年
金
な
ど
の
雑

所
得
、
一
時
所
得
の
申
告
を
す
る
方

が
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

医
療
費
控
除
や
ふ
る
さ
と
納
税

（
寄
附
金
控
除
）
を
は
じ
め
、
す

べ
て
の
所
得
控
除
に
対
応
し
て
い

ま
す
。

■
ID
・
パ
ス
ワ
ー
ド
発
行
会
の
お
知
ら
せ

　

ス
マ
ホ
申
告
に
は
事
前
に
①
ID

（
利
用
者
識
別
番
号
）と
②
パ
ス
ワ
ー

ド
（
暗
証
番
号
）
の
取
得
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

　
ID
・
パ
ス
ワ
ー
ド
は
税
務
署
で
発
行

し
て
い
ま
す
が
、
左
記
の
日
程
で
市
内

の
会
場
で
も
、
ID
・
パ
ス
ワ
ー
ド
が
発

行
で
き
ま
す
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
、
取

得
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

■
日
程

①
12
月
９
日
㈪　

午
後
１
時
30
分
～

　

３
時
30
分　

伊
奈
庁
舎
２
階　

会

　

議
室
３

②
12
月
20
日
㈮　

午
後
１
時
30
分
～

　

３
時
30
分　

み
ら
い
平
コ
ミ
ュ
ニ

　

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
和
室
１
・２

▼
持
参
す
る
も
の
＝
運
転
免
許
証
な

　

ど
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類

※
過
去
に
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
や
税
務
署
で

確
定
申
告
を
行
い
、
す
で
に
ID
（
利

用
者
識
別
番
号
）
を
お
持
ち
の
方
は

そ
の
番
号
が
わ
か
る
書
類

【
ス
マ
ホ
申
告
の
問
い
合
わ
せ
】

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

　
☎
０
５
７
０
‐
31
‐
５
９
０
１

※
詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
ID
・
パ
ス
ワ
ー
ド
発
行
会
の
問
い
合
わ
せ
】

伊
奈
庁
舎
税
務
課 

☎
58
‐
２
１
１
１

（
内
線
２
３
０
５
）

事業用ソーラーパネル

アパートなどの外構工事など

※土地や建物で課税されるものは除く
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